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島根県教育庁等職員服務規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成��年��月��日

島根県教育委員会委員長 中 村 俊 郎
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島根県教育庁等職員服務規則の一部を改正する規則

島根県教育庁等職員服務規則（昭和��年島根県教育委員会規則第��号）の一部を次のように改正する。

様式第�号を次のように改める。
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島 根 県 報

様式第�号を次のように改める。

号外第���号 平成��年��月��日(�)
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島 根 県 報

様式第�号の�中
「課長補佐

（課長）」
及び「係長」を削る。

様式第�号の�中
「課長補佐

（課長）」
及び「係長」を削る。

様式第�号の�中
「課長補佐

（課長）」
及び「係長」を削る。

様式第�号の�中「次長」、「総務課長」、「課長補佐」、「係長」及び「係員」を削る。

様式第�号中「補佐」、「係長」及び「課員」を削る。

様式第�号中
「課長補佐

（課長）」
及び「係長」を削る。

様式第�号中「教育次長」、「総務課長」、「補佐」、「係長」及び「課員」を削る。

様式第�号の�中「補佐」、「係長」及び「課員」を削る。

様式第�	号中「補佐」及び
「係 長

（主務）」
を削る。

様式第��号中「補佐」を削る。

� �

この規則は、平成�
年�月�日から施行する。
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県立高等学校等の教職員の服務規程（昭和�年島根県教育委員会訓令第�号）の一部を次のように改正する。

平成��年�月�日

島根県教育委員会委員長 中 村 俊 郎

様式第�号を次のように改める。

号外第��	号 平成��年�月�日 (
)
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島 根 県 報

様式第�号を次のように改める。

号外第���号 平成��年��月��日(��)
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島 根 県 報

� �

（施行期日）

� この規則は、平成��年�月�日から施行する。

（経過措置）

� この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式第�号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、

なお使用することができる。

号外第���号 平成��年�	月	
日 (��)



平成��年��月��日 印刷
平成��年��月��日 発行 発行者 島 根 県 発行所 松江市殿町 島 根 県 庁

印 刷 松江市学園南 松陽印刷所
定価 �か月 �����円

(送料共)

島 根 県 報号外第�	�号 平成��年��月��日(��)


